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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○保安林の指定（２件） （森づくり推進課取扱い）１

○保安林の指定の解除予定 （森づくり推進課取扱い）２

○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定 （介護福祉課取扱い）２

○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指定 （介護福祉課取扱い）３

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定（３件） （障害福祉課取扱い）３

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定の更新（２件） （障害福祉課取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の変更事項の届出 （障害福祉課取扱い）４

○収去飼料の試験結果の公表 （畜産課取扱い）５

○土地改良区の役員の就退任の届出 （農地整備課取扱い）６

○事業施行についての周知措置 （都市計画課取扱い）６

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （鹿児島地域振興局取扱い）７

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談

支援の事業の廃止 （南地域振興局取扱い）７

公 告

○落札者等の公告 （税務課取扱い）８

○宅地建物取引業者事務所所在地の申出の催告 （建築課取扱い）８

鹿児島県告示第652号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林の所在場所

霧島市溝辺町麓字冷水谷2752番，2753番，2755番，2757番２，2757番６，2767番，2782番

２，2782番４から2782番６まで，2784番

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。
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 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び霧島

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第653号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林の所在場所

霧島市溝辺町崎森字榎原2969番１（次の図に示す部分に限る。），溝辺町麓字南迫497番

２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は，省略し，その図面及び関係書類を鹿児島県環境林務部

森づくり推進課及び霧島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第654号

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により，次のとおり保安林の指定

を解除する予定である。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 解除予定保安林の所在場所

南さつま市金峰町白川字南ノ迫2722番・2772番１（以上２筆について次の図に示す部分に

限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び南さつま市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第655号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ライフサポート 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 訪 問 介 護

鹿 児 島 県 公 報 平成29年５月19日（金）第3315号
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結和 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日

１ １

虹の丘 奄美市名瀬小宿 公益社団法人大 奄美市名瀬塩浜 向井 奉文 平成29年 訪 問 リ ハ

字苗代田3416番 島郡医師会 町３番10号 ５ 月 １ 日 ビ リ テ ー

１ シ ョ ン

福祉用具ゆいま 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 福 祉 用 具

ーる 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日 貸 与

１ １

福祉用具ゆいま 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 特 定 福 祉

ーる 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日 用 具 販 売

１ １

鹿児島県告示第656号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

ライフサポート 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 介 護 予 防

結和 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日 訪 問 介 護

１ １

虹の丘 奄美市名瀬小宿 公益社団法人大 奄美市名瀬塩浜 向井 奉文 平成29年 介 護 予 防

字苗代田3416番 島郡医師会 町３番10号 ５ 月 １ 日 訪 問 リ ハ

１ ビ リ テ ー

シ ョ ン

福祉用具ゆいま 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 介 護 予 防

ーる 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日 福 祉 用 具

１ １ 貸 与

福祉用具ゆいま 大島郡伊仙町大 南和株式会社 大島郡伊仙町大 富本 美継 平成29年 特 定 介 護

ーる 字面縄2025番地 字面縄2025番地 ５ 月 １ 日 予 防 福 祉

１ １ 用 具 販 売

鹿児島県告示第657号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 又 は 診 療 所 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

豊島小児科 鹿児島市山田町3408－６ 平成29年 精神通院医療

５月１日

鹿児島県告示第658号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓
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薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

照国調剤薬局 鹿児島市照国町13番15号県歯 平成29年 精神通院医療

科医師会館１階 ５月１日

パンジー薬局 鹿児島市東谷山六丁目37番25 平成29年 精神通院医療

号 ５月１日

薬局ニューロン 鹿児島市東開町３番地163 平成29年 精神通院医療

５月１日

わかば薬局中央町店 鹿児島市中央町32－34 平成29年 精神通院医療

５月１日

あおぞら薬局 霧島市溝辺町麓字麓原1503－ 平成29年 精神通院医療

５ ５月１日

鹿児島県告示第659号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 又 は 診 療 所 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

らららこどもクリニック 鹿児島市中央町32番地37－２ 平成29年 精神通院医療

階 ５月15日

鹿児島県告示第660号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 又 は 診 療 所 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

鹿児島県こども総合療育セン 鹿児島市桜ヶ丘六丁目12番 平成29年 精神通院医療

ター ５月１日

鹿児島県告示第661号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

くにみ薬局隼人店 霧島市隼人町内山田三丁目 平成29年 精神通院医療

742番８ ５月１日

鹿児島県告示第662号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

64条の規定により，指定自立支援医療機関から次のとおり変更があった旨の届出があった。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓
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変 更 内 容 自立支援医療
医療機関の名称及び所在地 変更事項

変 更 前 変 更 後 の種類

吉野中央薬局 名称 有限会社吉野 吉野中央薬局 精神通院医療

鹿児島市吉野町2286番地３ 中央薬局

鶴丸調剤薬局玉竜店 名称 有限会社吉野 鶴丸調剤薬局 精神通院医療

鹿児島市上竜尾町５番18 中央薬局玉竜 玉竜店

店

あさがお薬局 所在地 鹿児島市真砂 鹿児島市真砂 精神通院医療

鹿児島市真砂本町３番95号 本町３番５号 本町３番95号

101号

鹿児島県告示第663号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第１項及び

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第３

項の規定により，平成29年２月に収去した飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の

結果の概要は，次のとおりである。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

安全性に関する検査

製造事業場等の 製 造
収去場所及び法人番 飼料又は飼料 飼料又は飼料 違 反 の 内

名称，法人番号 （ 輸 入 ） 試 験 項 目
号 添加物の区分 添加物の名称 容

及び所在地 年 月

平 成

全 国 酪 農 飼 料 鹿児島県酪農業協同 乳用牛飼育用 鹿 酪 1874ネ オ 29.2 重 金 属 － 無

（株） 組合 配合飼料 カ ド ミ ウ

鹿児島工場 志布志支所 ム

9010401074443 7340005000649 乳用牛飼育用 デイリー305 29.2 重 金 属 － 無

（鹿児島市） （志布志市） 配合飼料 カ ド ミ ウ

ム

鹿児島県酪農業協同 若令牛育成用 プレミアム育 29.2 重 金 属 － 無

組合 配合飼料 成前期 カ ド ミ ウ

大隅支所 ム

7340005000649 若令牛育成用 プレミアム育 29.2 重 金 属 － 無

（鹿屋市） 配合飼料 成後期 カ ド ミ ウ

ム

乳用牛飼育用 ＴＭデイリー 29.2 重 金 属 － 無

配合飼料 305 カ ド ミ ウ

ム

乳用牛飼育用 おおすみファ 29.2 重 金 属 － 無

配合飼料 イバー カ ド ミ ウ

ム

注 違反の内容の欄には，認められた違反の内容，違反となった試験項目及びその試験値を

記載してある。

栄養成分に関する検査

収 去

製造事業場等の 場 所 製 造
違 反 の 内

名称，法人番号 及 び 飼料の名称 （ 輸 入 ） 試 験 項 目
容

及び所在地 法 人 年 月

番 号
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平 成 栄養成分等－粗たん白質，粗灰分 無

鹿児島プロフー 同 左 調整魚粉 29.2

ズ（株）

谷山工場

1340001001045

（鹿児島市）

鹿児島プロフー 同 左 確認済，ポーク， 29.2 栄養成分等－粗たん白質，粗灰分 無

ズ（株） チキン混合ミール

大崎工場

1340001001045

（ 曽 於 郡 大 崎

町）

注 違反の内容の欄には，栄養成分等の表示量に対して過不足があった場合はその成分名，

試験値及び過不足の量を，原材料について違反があった場合はその内容を記載してある。

鹿児島県告示第664号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により，福山町土地改良区の役員

の就任及び退任について次のとおり届出があった。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 就任した役員の氏名及び住所

理事 橋口 武儀 霧島市福山町福山5045番地102

理事 樋渡 明 霧島市福山町佳例川3831番地

理事 森山 正 霧島市福山町福沢309番地２

理事 大山 茂美 霧島市福山町福地1725番地２

理事 東村 薫 霧島市福山町福沢1645番地４

理事 中村 等 霧島市福山町福沢1837番地１

監事 落合 松夫 霧島市福山町福沢165番地２

監事 徳満 和義 霧島市福山町福山5045番地129

（任期 平成29年４月１日から平成33年３月31日まで）

２ 退任した役員の氏名及び住所

理事 橋口 武儀 霧島市福山町福山5045番地102

理事 樋渡 明 霧島市福山町佳例川3831番地

理事 森山 正 霧島市福山町福沢309番地２

理事 大山 茂美 霧島市福山町福地1725番地２

理事 東村 薫 霧島市福山町福沢1645番地４

理事 松崎 一男 霧島市福山町福沢1650番地２

監事 落合 松夫 霧島市福山町福沢165番地２

監事 冨永 千年 霧島市福山町佳例川878番地１

鹿児島県告示第665号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第１項の規定により，都市計画事業について次

のとおり九州地方整備局長の認可の告示があった。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 都市計画事業の種類及び名称

 種類 吾平都市計画道路事業

 名称 ３・４・２号吾平東西線

２ 施行者の名称

鹿児島県
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３ 事務所の所在地（事務所の名称）

鹿屋市打馬二丁目16番６号（大隅地域振興局建設部土木建築課）

４ 事業地の所在

 収用の部分

鹿屋市吾平町麓字道脇及び字益田地内

 使用の部分

なし

５ 告示年月日及び番号

平成29年４月28日九州地方整備局告示第114号

鹿児島地域振興局告示第16号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成29年５月19日

鹿児島地域振興局長 本田勝規

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

学童ひまわり 日置市伊集院町 特定非営利活動 日置市伊集院町 花木 広昭 平成29年 放 課 後 等

妙 円 寺 一 丁 目 法人樹 飯牟礼3368番地 ３ 月 １ 日 デ イ サ ー

2200番地817 １ ビ ス

キッズハウスフ 鹿児島市吉野町 特定非営利活動 鹿児島市稲荷町 迫 和幸 平成29年 放 課 後 等

レンド 2558番地１ 法人かごしまハ ９番20号 ３月1 5日 デ イ サ ー

ピネス ビ ス

キッズサポート 鹿児島市荒田一 特定非営利活動 鹿児島市荒田一 佐藤とも子 平成29年 児 童 発 達

sora. 丁目42番13号 法人こどもえん 丁目34番20号 ３月2 1日 支 援 ・ 放

チャトンのおう 課 後 等 デ

ち イ サ ー ビ

ス

”そだちＨＯＵ 鹿児島市桜ヶ丘 特定非営利活動 鹿児島市山下町 宮元 裕一 平成29年 児 童 発 達

ＳＥ” 五丁目32番地５ 法人かごしま保 16番12号 ３月2 2日 支 援 ・ 放

育クラブ 課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス

南地域振興局告示第５号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

51条の25第２項の規定により，指定一般相談支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があ

った。

平成29年５月19日

南地域振興局長 森山健二

事 業 所 指定一般相談支援事業者 地 域 相 談
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 支 援 の 種
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 類

障害者自立支援 南九州市知覧町 社会福祉法人敬 南九州市知覧町 松久保秀徳 平成29年 地 域 移 行

センターぱれっ 郡9047番地１ 和会 郡9047番地１ ３月31日 支 援 ・ 地

と 域 定 着 支

援
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落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

税務総合システムサーバ機器等の賃貸借 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県総務部税務課税務電算係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 落札者を決定した日

平成29年４月19日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通リース株式会社九州支店

福岡市博多区東比恵三丁目１番２号

５ 落札金額

706,410,720円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成29年２月28日

…………………………………………………

宅地建物取引業者事務所所在地の申出の催告

次の宅地建物取引業者については，その事務所の所在地を確知できないので，当該宅地建物

取引業者は，その所在地を鹿児島県知事に申し出るよう宅地建物取引業法（昭和27年法律第

176号）第67条第１項の規定により公告する。

なお，この公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは，同

項の規定により当該宅地建物取引業者の免許を取り消す。

平成29年５月19日

鹿児島県知事 三反園訓

主たる事務所の所 免許年月
商号又は名称 代表者氏名 免許証番号

在地 日

有限会社総合宅建 山元 一幸 鹿児島市西伊敷１ 平成28年 鹿児島県知事（４）

－16－16 ７月14日 第5067号

公 告


